
別 紙 資 料 集 

 

別紙 1 国立大学法人等の財務諸表の概要・・・・・・・・・・ 1 

別紙 2-1 
前年度実績からの主な増減要因 
（85国立大学法人）・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
6 

別紙 2-2 
前年度実績からの主な増減要因 
（４大学共同利用機関法人）・・・・・・・・・・・ 

 
7 

別紙 3 令和２年度目的積立金の繰越承認について・・・・ 8 

別紙 4-1 
財務指標の適用（例） 
（85国立大学法人）・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
10 

別紙 4-2 
財務指標の適用（例） 
（４大学共同利用機関法人）・・・・・・・・・・・・ 

 
16 

別紙 5 附属病院セグメント情報・・・・・・・・・・・・・・ 17 

別紙 6 附属病院セグメントにおける収支の状況・・・・・・ 18 

別紙 7 各種会計の特徴について・・・・・・・・・・・・・ 19 

別紙 8 国立大学法人に特徴的な会計の取扱いについて・・・ 21 

別添 国立大学法人の会計について  

 



- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 -



  
 

- 7 -



- 8 -



- 9 -



4 1

- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



4 2

- 16 -



- 17 -



- 18 -



 

- 19 -



 

- 20 -



- 21 -



- 22 -



 

- 23 -



国立大学法人の
会計について

その１ ・一般企業も国立大学法人も発生主義会計を適用している。発生主義会計に
おいては、利益が必ずしも現金の出入と一致しない。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ２

その２ ・国立大学法人の利益剰余金（積立金等）は、現金が残っていない利益である
積立金、現金が残っており承認を受け翌期以降に使うことのできる利益である
目的積立金、及び当期未処分利益とに分けられる。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ３

その３ ・国立大学法人においては、現金が残っていない利益である積立金が、特殊な
事情により多額に発生している。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ３

その４ ・国立大学法人の目的積立金は、現金が残っている利益ではあるが余剰な資
金ではない。法人の経営努力によって生み出した資金について、国の承認を
受けて、翌期以降の事業に使用する財源として繰り越した額である。‥‥‥‥‥ Ｐ４

その５ ・目的積立金の使用に係る処理には、一般企業にはない特色がある。‥‥‥‥‥ Ｐ４

その６ ・国立大学法人は、一般企業と違い、あらかじめ定められた財源の範囲内で事業
を実施するため、たとえ経営が厳しくともよほどのことがない限り赤字にはなら
ない。（財務構造的に赤字とはならないだけ。決して経営が楽な訳ではない。） ‥ Ｐ５

その７ ・国立大学法人の減価償却の処理には、一般企業にはない特色がある。 ‥‥‥ Ｐ６

その８ ・国立大学法人等業務実施コスト計算書は、国立大学法人に対して国が一義
的に責任を持つ部分などを含めた、国立大学法人の活動全てに対して、税金
等により国民が実質的に負担している額を示す書類である。‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ７

その９ ・附属病院セグメントの業務損益（利益）の中には、借入金の返済を行うために
当初から獲得を義務づけられた利益額が含まれている。
（附属病院は、借入金の返済のため多額の利益を獲得しなければならない。） ‥ Ｐ８

その10・附属病院の修正損益とは、附属病院セグメントの業務損益（利益）から、その
中に含まれる、借入金の返済を行うために当初から獲得を義務づけられた
利益等を調整し、附属病院の「借入金の返済負担による苦しさ」を業務損益
に反映させたものである。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ８

－ １ －

別添



一般企業も国立大学法人も発生主義会計を適用している。発生主義会計
においては、利益が必ずしも現金の出入と一致しない。

発生主義会計においては、利益が必ずしも自由に使える現金（余剰な資
金）を生む訳ではない。

また、毎年の利益の累計である利益剰余金は、必ずしも自由に使える現
金の残（余剰な資金）を意味しない。現金が残っていない場合もある。

右下図の損益計算書のとおり、利益は収益（売上）－費用で計算されるが、収益（売上）、費用
ともに、現金の出入と一致しないものがある。

費用と現金支出の関係を例にとれば、 発生主義会計においては、生産設備は買ったときでは
なく使ったときに費用となることから、①費用とはならない現金支出である生産設備の購入や、
②現金支出のない費用である減価償却費などがある。

成長段階の企業においては、獲得した利益はすぐに設備の増強投資に使う
必要がある。（企業が拡大すると、事業に必要不可欠な「現金以外の資産」を
増やす必要が出てくる。）

企業の努力の成果は利益として現れるが、利益として獲得した現金は既に次
の成長に必要な設備に変わり、現金としては残っていない。

貸借対照表

資産(a)

負債(b)

純資産
(c)=(a)-(b)

利益剰余金
（毎年の利益の累計）

損益計算書

収益（売上）(d)

費用(e)

利益(f)=(d)-(e)

②生産設備の使用に伴う
減価償却費の発生は、現
金支出のない費用

①生産設備の購入は費用と
ならない現金支出
（購入時において現金資産の
減少はあるが、同額の設備
資産の増加があるため、費
用は発生しない。）

① ②

例えば、

その１

※発生主義会計では、当該企業の「努力の成果」や「価値の増加」を「利益」として表すため、実際の現金
の入金がなくても、 「努力の成果」や「価値の増加」が確実に認められれば、それを「利益」と認識する。

さらに言えば、

－ ２ －



国立大学法人の利益剰余金（積立金等）は、現金が残っていない利益で
ある積立金、現金が残っており、承認を受け翌期以降に使うことのできる
利益である目的積立金、及び当期未処分利益とに分けられる。

説
明

具
体
的
項
目

その２

※利益剰余金（積立金等）＝毎年の利益の累計

国立大学法人においては、現金が残っていない利益である積立金が、
特殊な事情により多額に発生している。

その３

当年度の利益であり、現金があるない両方を含む。
利益処分を経て、積立金又は目的積立金へ整理される

国立大学法人の貸借対照表・利益剰余金（積立金等）の内訳

当期未処分利益

積立
金等

積立金

目的積立金 現金が残っており、承認を受け翌期以降に
使うことのできる利益

→説明はＰ４ 『その４』

（特殊な事情２）

法人化の際の特殊な処理により発生
（国の出資の仕組みから発生した、当
初から現金がない利益）

②国からの承継診療機器に係る
資産見返物品受贈額戻入（収益）

③国からの承継未収入金に係る債権受贈益

④国からの承継棚卸資産に係る物品受贈益

法人化の際に、出資というかたちではなく、贈
与というかたちをとったため利益として計上さ
れた（注）が、いずれも事業用資産であり、事
業を実施する限り一定水準の量（又は額）を保
持しなければならない資産。

理論上、現金は常時、未収入金・棚卸資産・固
定資産などの事業用資産となっており、現金と
しては残らない。
（注）具体的項目②については、当該診療機器の
耐用年数に渡り、利益計上

→具体的な説明は『その10』

（特殊な事情１）

国立大学法人の特有の財務構造等によ
り発生（現金は期末時点で既に決められ
た通りに支出）

①附属病院に係る借入金の元金返済額と
見合いの固定資産の減価償却費の額との差

附属病院を有する多くの国立大学法人において、
構造的に借入金の元金返済額の方が減価償却
費の額よりも大きい。

費用である減価償却費を超える返済を行うため
には、差額分の利益を獲得する必要があり、当該
差額分の利益が、現金が残っていない利益とな
る。

→具体的な説明図は『その９』

＊積立金と目的積立金の上記整理はあくまでも
現状における実質的な区分である。

－ ３ －

現金が残っていない利益
→説明は下記 『その３』



国立大学法人の目的積立金は、現金が残っている利益ではあるが余剰
な資金ではない。
法人の経営努力によって生み出した資金について、国の承認を受けて、
翌期以降の事業に使用する財源として繰り越した額である。

（目的積立金制度の趣旨）

①国の時代の単年度主義による無駄な
支出を抑制する。
②国立大学法人の経営努力に対する
インセンティブ（動機付け）を与える。

目的積立金の使用に係る処理には、一般企業にはない特色がある。

国大・貸借対照表

資産

負債

純資産

積立金等

資本剰余金

目的積立金

①

その５

その４

各法人から申請

関係省庁との協議

文部科学大臣による承認

（承認手続の流れ）

目的積立金の使用に係る会計処理は、その使用の対象（固定資産の購入か否か）によって
異なる。

① 固定資産の購入に使用した場合 ② 固定資産以外（費用として処理される
経費）に使用した場合

目的積立金を資本剰余金に振り替える。

国立大学法人の財産的基礎を形成する固
定資産の見合い部分としての振り替え。

目的積立金取崩額を損益計算書に計上する。

当期の財源（収益）とそれにより実施された事業（当期
の財源に係る費用）に関する運営成績を明らかにする
ため、損益計算書の費用に含まれている、目的積立金
の使用に係る費用を相殺する処理として計上。

国大・損益計算書

収益(d)

費用
(e)

利益(f)=(d)-(e)+(g)

目的積立金取崩額(g)

②

目的積立金の使
用に係る費用

相
殺

目的積立金取崩額は、
過年度において利益
処分された利益剰余
金について、収益とし
て再計上するもので
はない。

あくまでも目的積立金
の使用に係る費用を
相殺するための処理。

－ ４ －



国立大学法人は、一般企業と違い、あらかじめ定められた財源の範囲
内で事業を実施するため、たとえ経営が厳しくともよほどのことがない
限り赤字 にはならない。
（財務構造的に赤字とはならないだけ。決して経営が楽な訳ではない。）

一般企業

一般企業においては、売上を獲
得するための原価が費用。一般
的に原価は売上の獲得前に発
生し、万が一、期待していた売
上が獲得できなければ、大幅赤
字となる可能性がある。

その６

一般企業の損益計算書

収益（売上）(d)

費用（売上原価）(e)

利益(f)=(d)-(e)

国立大学法人の損益計算書

収益(d)

費用(e)

利益(f)=(d)-(e)

※一般企業的な収益構造を合わせ持っている国立大学附属病院は除く。

※目的は収益（売上）の獲得、
費用はそのための原価

一般企業 「収益←費用」の関係

※目的は国民に付託された事業の実施（費用）、
収益はそのための財源

国立大学法人 「費用←収益」の関係

一般企業と国立大学法人では、収益と費用の対応関係（収益構造）が異なる （逆）

このため、一般企業と国立大学法人とでは、損益計算書の順番が異なる

国立大学法人

国立大学法人においては、やるべき事業について事前に
国からの予算が決定されるため、その予算の枠内で事業を
実施する。したがって、赤字になることはめったにない。

ただし、予算が減らされた場合、赤字とならないからといっ
て経営が厳しくない訳ではない。限られた予算の中で国民
から付託された必要な事業を実施しなければならない。

経営努力を越える予算削減があった場合、国立大学法人
の場合、それは赤字ではなく、本来必要な事業を実施でき
ないというかたちで現れる可能性がある。
（本来必要な事業を切ることにより費用を減らすと赤字には
ならないが、国民から付託された事業はその分達成できな
くなる。）

国立大学法人の損益計算書は、やるべきことを予算通り実
施すれば、基本的に損益均衡（利益ゼロ）となる仕組み。
また、やるべきことを実施した上で出た利益は、基本的には、
外部資金の獲得増又は経費節減等の法人の経営努力の
成果を示す。

目的達成のため、
まず財源として
の収益が予算と
して確定

（確定額で確実
に措置）

目的達成の

ため、まず原価
としての費用が

発生

－ ５ －



国立大学法人の減価償却の処理には、一般企業にはない特色がある。

国立大学法人の減価償却

一般企業の減価償却

その７

－ ６ －

(1)設備の費消部分を固定資産価格から減額(20円)

する。→適切な資産価値を表示するため。

(3)費用として認識することで当該資産の更新資金
(20円)を企業内部に留保する。
→当期利益ゼロでも現金(20円)がたまる。

［意義］

(2)設備の費消部分を費用(20円)として認識。
→適切な経営成績を表示するため。

(1)設備の費消部分を固定資産価格から減額(20円)する。
→適切な資産価値を表示するため。

(3)当該資産の更新資金を内部に留保しない資産がある。

［意義］

(2)設備の費消部分を費用として認識しない固定資産がある。

一般企業と同様

一般企業と異なる取扱い

国立大学法人の減価償却は、当該設備の更新投資資金をどのように捻出するかで次の３つに分
けられる。

①附属病院の診療機器等の
更新投資資金は、大学が
獲得した自己収入から手当
（収入の獲得が可能な資産）

損益外減価償却費処理

②大学の教育研究設備（器具備
品）等は、更新が必要な年の運
営費交付金から大学が捻出。
（収入の獲得がない資産）

③大学の基盤的施設（建物）等
は、更新が必要な際に、出資
者である国が責任をもって措置。
（収入の獲得がない資産）

一般企業と同様
・設備の費消部分は費用として
認識。
・更新資金は内部留保する。

一般企業と異なる
・設備の費消部分は費用として認
識するが、評価に資する損益均
衡要請により、同額の収益（資産
見返負債戻入）を計上。
・更新資金は内部留保しない。

一般企業と異なる
・設備の費消部分は損益計算書
上の費用としては認識しない。
・更新資金は内部留保しない。

減価償却費と同額の資産見
返負債戻入処理

通常の減価償却費処理

固定資産 100

減価償却費 20

収益 20

当期利益 0

現金 20

固定資産 80

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

固定資産
100

資産見返
負債100

減価償却費20

資産見返負債
戻入20

当期利益0

固定資産
80

資産見返
負債80

貸借対照表

貸借対照表

損益計算書

固定資産
100

資本剰余金
100

固定資産
80

資本剰余金
80

損益計算書を
経ることなく、固定資産
及び資本剰余金を減額

貸借対照表

貸借対照表

固定資産 100

減価償却費 20

売上高 20

当期利益 0

現金 20

固定資産 80

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

費用は減価
償却費のみ、
同額の売上
獲得と仮定。

※資産見返負債：固定資産購入時に資産と
同額を運営費交付金債務から振り替える。



国立大学法人等業務実施コスト計算書は、国立大学法人に対して国が
一義的に責任を持つ部分などを含めた国立大学法人の活動全てに対し
て、税金等により国民が実質的に負担している額を示す書類である。

収益

費用

利益

その８

（損益計算書の限界）
国立大学法人の損益計算書は、法人評価のため、法人の運営状況を表す。
そのため、法人の経営者にとってコントロールできない責任外の部分、すなわち国が一義
的に責任を持つ部分は損益計算書に反映させていない。

（コスト計算書の意義）
損益計算書に反映させなかった、国の関与の部分を含めた、国立大学法人のトータルの
状況（国民負担）を表すのがコスト計算書

（損益計算書）

法人評価のため
国立大学法人の
活動のうち、経営
者のコントロール
できる部分のみ
が対象

コスト計算書

業務費用
損益計算上の費用
（控除）自己収入等

（＋）損益外、引当外費用
※．損益外減価償却相当額

引当外退職給付増加見積額 等

国立大学法人の全事業活動

法人の意思
決定の範囲内

国が責任を持つ
部分

・国立大学の基盤的
施設の整備資金

・国からの承継職員
の退職手当原資

国立大学法人等業務コスト計算書（以下「コスト計算書」）とは、貸借対照表、損益計算書、
キャッシュ・フロー計算書と並ぶ、国立大学法人の主要な財務諸表の1つ。

－ ７ －

（例）

（コスト計算書）

国民負担把握の
ため国立大学法
人の全事業活動
が対象

必要なときに国が措
置するため、費用と
して認識しない。

（損益計算書に計上
しない）

損益計算書
損益計算書上の
全ての費用

収益のうち、国等からの
受入れ部分は国民の
税金であるため除外

（＋）機会費用

業務実施コスト（国民負担）

※国からの承継職員：
国立大学の法人化
[H16.4.1]の際に国から
引き継いだ職員等



附属病院セグメントの業務損益（利益）の中には、借入金の返済を行うた
めに当初から獲得を義務づけられた利益額が含まれている。 （附属病院
は、借入金の返済のため多額の利益を獲得しなければならない。）

国立大学附属病院は、利益を上げて借入金を返済する仕組み（注）の中で、努力して利益
はあげるものの、返済のための支出により、現金は残らない。
（注）附属病院を有する多くの国立大学法人において、構造的に借入金の元金返済額が減価償却費の額よりも大きい。

附属病院の修正損益とは、附属病院セグメントの業務損益（利益）から、
その中に含まれる、借入金の返済を行うために当初から獲得を義務づけ
られた利益等を調整し、附属病院の「借入金の返済負担による苦しさ」を
業務損益に反映させたものである。

各法人が公表
している附属
病院セグメント
情報上の利益

業務損益

これらのデータ
は、附属病院セ
グメント情報の
注記事項として、
各法人が
公表している

（－）資産見返物品
受贈額戻入

（＋）目的積立金
取崩額

（－）借入で購入した
資産の減価償却費

（＋）借入金の元金
返済額

修正損益 借入金をしっかり返済した上で、なおどれだけの利益を上げたか
が分かる水準を示すもの

(2)借入金返済負
担を示すため、
当初から獲得を
義務づけられた
利益を調整

借入金で整備した固定資産に係る減価償
却費を除外し、代わりに借入金の元金返
済額を経費として認識
（発生ベースの負担額から現金ベースの負
担額に調整）

目的積立金を財源として事業を行った際に、
費用は業務損益の中に含まれているが、該当
する財源相当の目的積立金取崩額は業務損
益に含まれていないため調整

承継時に固定資産の相手科目として資産見返
負債を立てることにより、減価償却の際に同額
を資産見返負債戻入として収益化する仕組み。
大学本体には有用だが、診療報酬を得る病院
においては、利益が戻入と診療報酬とで二重
に計上されるため調整

(1)業務損益を
より適切にする
ための調整

一部国立大学法人特有の会計処理による利益・費用を含むもの
の、減価償却費を費用として含む、企業会計に近い（発生主義
会計ベースの）利益

①
附属病院収
入（収益・現
金収入）

100

②
減価償却費
（費用）

60

③
借入金の
元金返済額
（現金支出）

100

※分かりやすいように、減価償却費以外の費用はないものと仮定。

返済に必要な利益額
（現金が残っていない利益）

④＝①－② 40

その９

その１０

－ ８ －

現金は
①－③で 0

※修正損益は、附属病院の「借入金の返済負担による苦しさ」を表すために、文部科学省が各法人の
公表データに基づいて独自に算出しているもの。業務損益から次の内容を修正して計算する。

(1)業務損益をより適切にするための調整
(2)借入金返済負担を示すため、当初から獲得を義務づけられた利益を調整

附属病院の
「借入返済
負担による
苦しさ」を最
も簡易的に
示すことが
できる利益

項目 内容の説明
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